
耐震化率の現状と目標

〇計画の目的

越谷市建築物耐震改修促進計画は、昨今の地震で耐震化が低い地域で多くの住宅が倒壊する
等の被害が生じたことから、今後の地震による建築物の倒壊等の更なる被害を未然に防止し、
市民の生命、身体及び財産を保護するため、新たな耐震化率の目標の設定や対象建築物の拡充
を図り、建築物の耐震化のより一層の促進を図ることを目的とします。

〇計画期間

令和８年度～令和１２年度（５年間）

計画の概要

〇対象建築物

越谷市内全域の平成１２年５月３１日以前の耐震基準に基づき設計・建築された木造住宅、
昭和５６年５月３１日以前の耐震基準に基づき設計・建築された旧耐震基準の住宅、多数の者が
利用する建築物のうち耐震性が無いもの及び市有建築物としています。
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おおむね解消



越谷市役所 都市整備部 建築住宅課

参考 越谷市耐震補助（住宅）一覧 （令和７年４月現在）

TEL：048-963-9235

補助対象 補助内容 条件 詳細 補助額

耐震診断
H12.5.31以前の耐震基準に
基づき設計・建築されたもの
市の簡易耐震診断の評価1.0未満

市指定の建築士が行う
耐震診断

費用の2/3
上限：7万円

S56.5.31以前の耐震基準に
基づき設計・建築されたもの
耐震診断の評価1.0未満

評価1.0以上に補強する
ための工事

費用の23％
上限：50万円

S56.6.1～H12.5.31の耐震基準に
基づき設計・建築されたもの
耐震診断の評価1.0未満

評価1.0以上に補強する
ための工事

費用の23％
上限：35万円

簡易耐震改修
H12.5.31以前の耐震基準に
基づき設計・建築されたもの
耐震診断の評価1.0未満

安全な空間の確保できる
耐震シェルター又は
防災ベッドの設置

費用の23％
上限：20万円

耐震予備診断
S56.5.31以前の耐震基準に
基づき設計・建築されたもの

本診断の必要性に関する
判定

費用の2/3
上限：10万円

耐震本診断
S56.5.31以前の耐震基準に
基づき設計・建築されたもの

総合的な評価を行う

費用の2/3
　　or
住戸数×5万円
上限：100万円
（予備診断補助を受け
た場合90万円）

耐震改修
診断により倒壊の可能性が
高いとされたもの

各階の構造耐震指針が
0.6以上
　　　　　　or
地震の震動及び衝撃に対
して倒壊又は崩壊する危
険性が低いと判断される
ように補強を行う工事

費用（居住面積1㎡×
49,300円を上限）の
23％
上限：住戸数×20万円
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